
インボイス制度開始に伴う財務R4への入力について

 インボイス制度の開始に伴い、令和5年10月1日以降の取引については、
受け取った請求書(領収書)に登録事業者番号等の要件を満たすための項目の記載があるかどうかを確認する必要が生じます。

 登録事業者番号が確認できない、消費税率ごとの消費税額の記載がない（=インボイスではない）場合、
支払額に含まれる消費税相当額全額の控除ができず、経過措置期間に応じた割合のみ仕入税額控除が認められます。

取引に関する消費税区分

非課税（行政手数料、商品券の購入等）
不課税（税金の支払、祝儀や香典の現金渡し等）

 財務R4への入力に関しては、インボイス請求書に関する取引の場合にはこれまでと同様の入力で変更はなく、
非インボイス請求書に関する取引の場合には「科目コード+.（ピリオド）」を入力することで経過措置に応じた
仕入税額控除の計算が行われます。

８％ ※インボイスではない
非課税
不課税

R5.10.1以降

１０％（一般的な取引）

軽減８％（飲食料品の持ち帰り購入、新聞の購読料）

８％（2019年9月30日以前の契約に基づくリース料等）

R5.9.30まで
１０％ ※インボイス
１０％ ※インボイスではない
軽減８％ ※インボイス
軽減８％ ※インボイスではない
８％ ※インボイス









非インボイス取引として入力すると
「8」が表示されます。


